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遺
児
激
励
金
と
は
、
義
務
教
育
終
了

前
に
保
護
者
を
亡
く
し
た
市
内
に
住
所

が
あ
る
児
童
に
、
見
舞
金
・
激
励
金
を

支
給
す
る
制
度
で
す
。

【
内
容
・
支
給
額
】

▼
保
護
者
死
亡
見
舞
金

　
小
・
中
学
校
在
学
中
に
遺
児
に
な
っ

　
た
と
き
　
　
一
人
に
つ
き
　
３
万
円

▼
入
学
激
励
金

　
遺
児
が
小
・
中
学
校
へ
入
学
し
た
と
き

　
　
　
　
　
　
一
人
に
つ
き
　
３
万
円

▼
卒
業
激
励
金

　
遺
児
が
中
学
校
を
卒
業
す
る
と
き

　
　
　
　
　
　
一
人
に
つ
き
　
３
万
円

▼
交
通
遺
児
激
励
金

　
交
通
遺
児
が
小
・
中
学
校
に
入
学
・

　
進
級
す
る
と
き

　
　
　
　
　
　
一
人
に
つ
き
　
１
万
円

【
支
給
に
は
申
請
が
必
要
】

　
遺
児
激
励
金
の
受
給
に
は
、
遺
児
の

保
護
者
か
、
遺
児
を
実
際
に
監
護
す
る

人
が
、
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　
市
子
育
て
支
援
課

　
　
０
８
６
９
―
２
６
―
５
９
４
７

★
オ
レ
オ
レ
詐
欺

　
警
察
官
・
弁
護
士
・
保
険
会
社
員
な

ど
を
名
乗
っ
て
、
交
通
事
故
な
ど
の
示

談
金
を
要
求
す
る
手
口
で
す
。

　
警
察
官
が
示
談
の
交
渉
を
し
た
り
、

お
金
を
要
求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
電
話
が
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ

に
家
族
や
警
察
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

★
架
空
請
求
詐
欺

　
身
に
覚
え
の
な
い
債
権
、
ア
ダ
ル
ト

サ
イ
ト
の
利
用
料
金
な
ど
を
、
は
が
き

や
電
子
メ
ー
ル
で
請
求
す
る
手
口
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
請
求
に
は
、
利
用
し
て

い
な
い
料
金
は
払
わ
な
い
。
相
手
先
に

電
話
番
号
が
分
か
る
の
で
、
連
絡
を
し

な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。

★
融
資
保
証
金
詐
欺

　
お
金
を
貸
し
ま
す
と
い
っ
て
、
担
保

と
し
て
お
金
を
指
定
し
た
口
座
に
振
り

込
ま
せ
る
も
の
で
す
。

　
正
規
の
金
融
機
関
は
、
担
保
と
し
て

お
金
を
振
り
込
ま
せ
る
こ
と
は
絶
対
あ

り
ま
せ
ん
。
他
人
の
口
座
に
簡
単
に
お

金
を
振
り
込
ま
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

　
こ
の
他
に
も
、
税
金
の
払
い
戻
し
を

口
実
に
し
た
も
の
や
、
次
々
と
新
し
い

手
口
の
振
り
込
め
詐
欺
が
出
て
い
る
の

で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
瀬
戸
内
警
察
署

　
　
０
８
６
９
―
３
４
―
６
１
１
０

遺
児
激
励
金
制
度
と
は

瀬戸内ものしり博士検定

検定問題

　瀬戸内ものしり博士検定第６弾は、地

理編です。

　ハクサイ、キャベツ、カボチャは、瀬

戸内市が誇る農産物です。本市の収穫量

は、３品目それぞれ岡山県全体のどのく

らいの割合（シェア）を占めるでしょう

か。

（ア）６１～７０％

（イ）５１～６０％

（ウ）４１～５０％

（エ）３１～４０％

答えは本紙25ペー

ジに掲載

狂犬病にご注意！

　
昨
年
11
月
に
海

外
で
犬
に
咬
ま
れ

た
人
が
、
狂
犬
病

を
発
症
し
亡
く
な

っ
た
記
事
を
、
新

聞
な
ど
で
読
ん
だ

皆
さ
ん
も
多
い
と

思
い
ま
す
。

　
日
本
国
内
で
は

昭
和
33
年
以
降
狂

犬
病
の
発
生
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
海

外
で
は
狂
犬
病
の

流
行
が
続
い
て
い

ま
す
。
海
外
に
渡

航
す
る
人
は
、
次

の
こ
と
に
気
を
つ

け
て
く
だ
さ
い
。

★
狂
犬
病
は
、
全

て
の
哺
乳
類
が
感

染
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
ア
ジ
ア
で
は
、
犬
が
主
な
感

染
源
と
な
っ
て
い
て
、
通
常
咬

ま
れ
た
部
分
か
ら
唾
液
に
よ
り

ウ
ィ
ル
ス
が
侵
入
す
る
こ
と
で

感
染
し
ま
す
。

　
渡
航
中
に
動
物
と
不
用
意
に

触
れ
合
わ
な
い
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

★
狂
犬
病
に
は
有
効
な
治
療
法

が
あ
り
ま
せ
ん
。
潜
伏
期
間
は

通
常
20
日
か
ら
60
日
で
、
発
症

し
た
場
合
、
致
死
率
は
ほ
ぼ
１

０
０
％
で
す
。

　
発
症
を
防
ぐ
に
は
、
免
疫
を

つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
、
動
物

に
咬
ま
れ
た
場
合
す
ぐ
に
狂
犬

病
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
狂
犬
病
発
生
地
域
へ

渡
航
す
る
場
合
、
事
前
に
狂
犬

病
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
る

こ
と
も
有
効
で
す
。

　
ま
た
、
国
内
で
も
ペ
ッ
ト
の

輸
入
な
ど
に
よ
り
、
狂
犬
病
に

感
染
し
て
い
る
動
物
が
存
在
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
犬
以

外
で
も
感
染
し
て
い
る
場
合
が

あ
る
の
で
、
動
物
に
咬
ま
れ
た

場
合
は
、
必
ず
医
療
機
関
で
診

察
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
厚
生
労
働
省
や
環
境
省
の
調

査
に
よ
る
と
、
平
成
16
年
度
に

お
け
る
国
内
の
犬
の
予
防
注
射

実
施
率
は
、
約
６
割
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
犬
に
咬
ま
れ
た
事
故

は
、
報
告
が
あ
っ
た
も
の
だ
け

で
年
間
６
、
０
０
０
件
ほ
ど
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
飼
い
犬
の
登
録
と
毎
年
の
予

防
注
射
は
飼
い
主
の
義
務
で
す
。

愛
犬
の
た
め
、
自
身
の
た
め
に

も
必
ず
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

　
４
・
５
月
に
実
施
す
る
狂
犬

病
予
防
注
射
の
日
程
は
、
本
紙

４
月
号
で
ご
案
内
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
生
活
環
境
課

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
１
８

　
　
９
９

海外旅行の時は

狂犬病ワクチンの接種を

日本では、愛犬に狂犬病予防注射を

お願いします。

警
察
安
全
情
報

後
を
絶
た
な
い
振
り
込
め
詐
欺

入江チビ

■狂犬病の発病が無い国・地域

■狂犬病の感染源となる動物

アイスランド、アイルランド、オーストラリア、グァム、

グレートブリテン島、スウェーデン、台湾、ニュージーラ

ンド、ノルウェー、ハワイ、フィジー諸島

アジア・東南アジア 犬、ネコ

北米・ヨーロッパ アライグマ、スカンク、キツネ、コウモリ

犬、吸血コウモリその他の地域

？？


